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津市子ども家庭総合支援拠点を設置

子ども・家庭支援のための体制

　津市では子育てに関する相談への適切なアドバイ
スや、子どもや家庭へのきめ細やかな支援を継続的
に行っています。法律改正に伴い、今年４月にこど
も支援課内に「津市子ども家庭総合支援拠点」を設
置しました。
　今後も「津市子育て世代包括支援センター」「津

　市内に10カ所ある保健センターの保健師・助産師と５カ所ある子育て
支援センターの保育士や利用者支援コーディネーターが、妊娠期から子育
て期にわたる総合的な相談や支援を実施します。

　面談・訪問などで子どもや家庭に関
する相談に専門の相談員が応じ、助言
や支援を行います。
　また、関係機関や児童相談所と連携
し児童虐待に対応します。
　

　保育所・幼稚園・小中学
校・警察・医療機関・児童養
護施設などの関係機関や団体
で構成され、要保護児童など
の実態把握や家庭への適切な
支援等を行っています。　

市児童虐待防止等ネットワーク(要保護児童対策地
域協議会)」「三重県中勢児童相談所」との連携を
密にし、子どもや家庭への支援
のほか、児童虐待の早期発見・
未然防止・再発防止に向けた迅
速な対応を図っていきます。

問い合わせ　こども支援課　　229－3284　　229－3451　　
　　　　　　

津市子ども家庭総合支援拠点
(こども支援課)

　子どもの養育環境の調査や専門診断などにより、子どもや家庭への
援助方針の検討・決定をします。また、要保護児童の一時保護や児童
養護施設等への入所措置などを行います。

　子どもや家庭の相
談、児童虐待の情報提
供はこども支援課まで
ご連絡ください。　
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津市子育て世代包括支援センター(健康づくり課・子育て推進課)

津市児童虐待防止等ネットワーク
（要保護児童対策地域協議会）

三重県中勢児童相談所


